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令和５年３月３１日 環循総発第2303315号 

改正 令和６年３月29日 環循総発第24032916号 

改正 令和７年３月31日 環循総発第25033127号 

改正 令和８年１月21日 環循資発第26012111号 

 

 

プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための 

高度化設備導入等促進事業実施要領 

 

第１ 目的 

この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（プラスチック資源・金属資源等のバ

リューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業）（以下「補助金」という。）交付要綱

（以下「交付要綱」という。）第３条に掲げる事業の実施に関して必要な細目等を定めることによ

り、使用済製品等のリサイクルの促進や従来の化石資源由来プラスチックの代替、これらのプロセ

ス全体のエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を図り、低炭素・脱炭素社会の実現に資するととも

に、資源の有効利用及び生活環境の保全に資することを目的とする。 

 

第２ 事業内容 

補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金を活用して、脱炭素社会構

築のためのリサイクル等の迅速化・効率化を進める設備、従来の化石資源由来プラスチックを代替す

る再生可能資源由来素材の製造設備、金属・再エネ関連製品等の省 CO2型資源循環高度化設備を導入

することにより、使用済製品等のリサイクルの促進、従来の化石資源由来プラスチックの代替、これ

らのプロセス全体のエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を図る事業に対する補助金（以下「間接補

助金」という。）を交付する事業（以下「補助事業」という。）を実施するものとする。 

 

第３ 補助金の交付事業 

（１）交付の対象となる事業及び経費  

間接補助金の交付の対象となる事業（以下「間接補助事業」という。）は、別表第１第１欄及

び第２欄に掲げる事業とし、補助事業者は、これらに要する経費のうち、同表第３欄に掲げる経

費（以下「間接補助対象経費」という。）について、補助金の範囲内において間接補助金を交付

する。 

 

（２）間接補助金の交付の申請者 

間接補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とする。 

ア 民間企業 

イ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 

ウ その他環境大臣（以下「大臣」という。）の承認を得て補助事業者が適当と認める者 

 

（３）間接補助金の交付額の算定方法 

間接補助金の交付額は、別表第１第５欄に掲げる方法により算出するものとする。 
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（４）補助事業の実施体制等 

補助事業者は、補助事業の適正かつ円滑な実施のため、次に掲げる事項を適切に行うための体制

を整えなければならない。 

ア 間接補助金交付先の公募及び説明会の開催等による周知 

イ 間接補助金交付先の採否及び翌年度における間接補助事業の継続実施の可否等に関する審査

基準の作成等及び審査委員会（以下「委員会」という。）の設置運営 

ウ 間接補助金の交付（交付申請書の審査から間接補助金の支払までを含む。） 

エ 間接補助金の交付決定を受けた者（以下「間接補助事業者」という。）の指導監督 

オ 間接補助事業に対する問合せ等への対応 

カ 上記に関する付帯業務 

 

（５）交付規程の内容 

① 交付要綱第１４条の間接補助金の交付手続等に係る交付規程は、交付要綱第４条から第１３条、

第１８条及び第１９条に準じた事項並びに事業報告書の提出その他必要な事項を記載するものと

する。 

② 間接補助金の交付手続等について、交付要綱第１６条による電磁的方法による場合は、交付規程

に必要な事項を定めなければならない。 

 

（６）間接補助金交付先の採択等 

① 補助事業者は、公正かつ透明性が確保された手続により間接補助金交付先の採択を行うため、採

否に関する審査基準（案）を作成し、環境省と協議の上、採択のために設置した委員会の承認を受

けるものとする。 

② 補助事業者は、①の審査基準に基づき、必要に応じて委員会に諮った上で、間接補助金交付先の

採択を行う。 

③ 間接補助金交付先の採択は、環境省環境再生・資源循環局長と協議の上、行うものとする。 

④ 補助事業者は、②及び③に基づき採択した複数年度計画の間接補助事業及び前年度より継続して

実施する間接補助事業のうち、翌年度以降における間接補助事業の計画変更（軽微な変更である場

合を除く）が生じた場合は、①、②及び③に準じた手続により審査及び協議し、翌年度における間

接補助事業の継続実施の可否を決定するものとする。 

 

（７）間接補助事業の表示 

補助事業者は、間接補助事業により整備された設備及び機械器具には、環境省補助事業である旨

を明示するよう、間接補助事業者に指示しなければならない。 

 

（８）間接補助事業の指導監督 

① 補助事業者は、間接補助事業の実施状況を把握し、間接補助事業者に対して間接補助事業の適正

かつ円滑な実施を確保するために必要な報告を求めるとともに、それにより得た情報を適時適切に

大臣に報告するものとする。 

② 補助事業者は、間接補助事業の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあ
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ると認められる場合には、大臣に速やかに報告するとともに、その指示を仰ぎ、間接補助事業者に

対して必要な改善を指導するものとする。 

 

（９）間接補助事業者からの返還額等の取扱 

大臣は、交付要綱、この実施要領又は交付規程に基づき、間接補助事業者から間接補助金の全部

又は一部に相当する額の返還又は納付があったときは、補助事業者に対し、これを国庫に返還又は

納付させることがある。 

 

（10）翌年度の間接補助事業に関する協議 

   補助事業者は、複数年度計画の間接補助事業及び前年度から継続して実施する間接補助事業のう

ち翌年度における間接補助事業について、間接補助事業者より、翌年度の交付決定の日の前日まで

の間において当該事業を開始したい旨の申請があり、その必要性が認められる場合は、別紙様式に

より環境省環境再生・資源循環局長に協議することができる。 

 

(11) 複数年度計画の間接補助事業 

  補助事業者は、複数年度計画の間接補助事業により採択された事業について、２年目以降の事業

を継続しない場合には、過年度に交付した間接補助金の全部又は一部に相当する額を納付させるこ

とがある。 

 

第４ 間接補助事業者による事業報告書の提出 

補助事業者は、間接補助事業者に対して、間接補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から３年

間、毎年度、当該補助事業による過去１年間の二酸化炭素削減効果、リサイクル増加量、再生可能資

源由来素材製造増加量等に関する事業報告書を大臣又は大臣が指定する者に提出するよう、期限を設

けて指示しなければならない。また、間接補助事業が３月 30日以前に完了した場合は、間接補助事業

の完了の日から当該年度の３月 31 日までの二酸化炭素削減効果、リサイクル増加量、再生可能資源

由来素材製造増加量等に関する事業報告書を翌々年度の４月 30 日までに大臣又は、大臣の指定する

者に提出するよう、期限を設けて指示しなければならない。 

 

第５ 指導監督 

（１）補助事業の適正な実施の確保 

大臣は、補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するため、補助事業者による補助事業の実施に関

し、この実施要領に基づき指導監督を行う。 

 

（２）事務費の中間検査 

    環境省は、上半期（交付決定日から９月末日）の補助事業の執行に要する事務費について、額の

中間検査を行うものとする。 

 

（３）間接補助事業完了後において従うべき条件 

 大臣は、間接補助事業が交付要綱第７条第十一号イ、ウ、エ及びオに基づき付した条件に適合し

ていないと認められる場合には、間接補助事業者に対して条件に適合するよう指示をすることがで
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きる。 

 

第６ 間接補助事業者への周知   

太陽光発電設備の導入補助を行う補助事業者は、間接補助事業者に対して、間接補助事業により整

備された太陽光発電設備の使用終了時に太陽電池の適切な処理方法としてリユース・リサイクルの実

施に努めるよう周知しなければならない。 

 

第７ その他 

補助事業者は、交付要綱又はこの実施要領（以下「交付要綱等」という。）に疑義が生じたとき、交

付要綱等により難い事由が生じたとき、あるいは交付要綱等に記載のない細部については、大臣に速

やかに報告し、その指示に従うものとする。 

 

   附 則 

この実施要領は、令和５年３月 31日から施行する。 

 

附 則 

１．この実施要領は、令和５年４月１日から施行する。 

２．この実施要領による規定は、令和５年度予算に係る補助金から適用し、令和４年度以前の予算に

係る補助金については、なお従前の例による。 

３．令和３年度及び令和４年度脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業から継続実

施する間接補助事業（以下「事業」という。）については、第３の（６）①、②及び③の規定は、適

用しない。 

４．３の事業のうち、令和３年度及び令和４年度脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促

進事業の補助事業者が環境省環境再生・資源循環局長と協議した結果、補助事業者が行う交付決定

の日以前から実施する必要があると認められる事業については、補助事業者が補助金の交付決定を

受けた日から補助事業者が行う交付決定の前日までの間において、当該事業を開始することができ

る。 

 

   附 則 

１．この実施要領は、令和６年４月１日から施行する。 

２．この実施要領による規定は、令和６年度予算に係わる補助金から適用し、令和５年度当初以前の

予算に係わる補助金については、なお従前の例による。 

３．令和４年度補正予算プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等導入促進事業及び

令和５年度プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入促

進事業から継続実施する間接補助事業（以下「事業」という。）については、第３の（６）①、②及

び③の規定は、適用しない。 

４．３の事業のうち、令和４年度補正予算プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等

導入促進事業及び令和５年度プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための

高度化設備導入促進事業の補助事業者が環境省環境再生・資源循環局長と協議した結果、補助事業

者が行う交付決定の日以前から実施する必要があると認められる事業については、補助事業者が補
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助金の交付決定を受けた日から補助事業者が行う交付決定の前日までの間において、当該事業を開

始することができる。附 則 

１．この実施要領は、令和７年３月 31日から施行する。 

２．この実施要領による規定は、令和７年度予算に係わる補助金から適用し、令和６年度補正以前の

予算に係わる補助金については、なお従前の例による。 

３．令和５年度補正予算プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等導入促進事業及び

令和６年度プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入促

進事業及び前年度から継続実施する間接補助事業（以下「事業」という。）については、第３の（６）

①、②及び③の規定は、適用しない。 

４．３の事業のうち、令和５年度補正予算プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等

導入促進事業及び令和６年度プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための

高度化設備導入促進事業及び前年度の補助事業者が環境省環境再生・資源循環局長と協議した結果、

補助事業者が行う交付決定の日以前から実施する必要があると認められる事業については、補助事

業者が補助金の交付決定を受けた日から補助事業者が行う交付決定の前日までの間において、当該

事業を開始することができる。 

 

附 則 

１．この実施要領は、令和８年１月 21日から施行する。 

２．この実施要領による規定は、令和７年度補正予算に係わる補助金から適用し、令和７年度当初以

前の予算に係わる補助金については、なお従前の例による。 

３．令和６年度補正プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備

導入等促進事業及び令和７年度プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のため

の高度化設備導入等促進事業から継続実施する間接補助事業（以下「事業」という。）については、

第３の（６）①、②及び③の規定は、適用しない。 

４．３の事業のうち令和６年度補正プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のた

めの高度化設備導入等促進事業及び令和７年度プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン

脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業の補助事業者が環境省環境再生・資源循環局長と協議

した結果、補助事業者が行う交付決定の日以前から実施する必要があると認められる事業について

は、補助事業者が補助金の交付決定を受けた日から補助事業者が行う交付決定の前日までの間にお

いて、当該事業を開始することができる。 
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別表第１ 

１ 間接補助

事業の区分 

２ 間接補助

事業の内容 

３ 間接補助対象 

経費 
４ 基準額 ５ 交付額の算定方法 

プラスチック

資源・金属資

源等のバリュ

ーチェーン脱

炭素化のため

の高度化設備

導入等促進事

業 

使用済製品等

のリサイクル

の促進や、従

来の化石資源

由来プラスチ

ックから再生

可能資源由来

素材への代替

及びこれらの

プロセス全体

のエネルギー

起源二酸化炭

素の排出抑制

を図る以下の

事業を対象と

する。 

 

（１）プラス

チックの回

収・リサイク

ル等の迅速

化・効率化を

進める設備

や、複合素材

など、従来型

では選別・リ

サイクルが困

難であった廃

プラスチック

の処理や、従

来型よりも高

い品質の再生

素材の供給を

目指す省 CO2

型高度リサイ

クル設備を導

事業を行うために

必要な設備費又は

工事費（本工事費、

付帯工事費、機械

器具費、測量及試

験費）、設備費、業

務費及び事務費並

びにその他必要な

経費で補助事業者

が承認した経費

（間接補助対象経

費の内容について

は、別表第２に定

めるものとする。） 

補助事業者

が必要と認

めた額 

ア 総事業費から寄付金その他

の収入額を控除した額を算出

する。 

イ 第３欄に掲げる間接補助対

象経費と第４欄に掲げる基準

額とを比較して少ない方の額

を選定する。 

ウ アにより算出された額とイ

で選定された額とを比較して

少ない方の額に対象事業別に

定める以下の割合を乗じて得

た額を交付額とする。ただし、

算出された額に１，０００円未

満の端数が生じた場合には、こ

れを切り捨てるものとする。 

 

（１）～（３）の事業 

① 中小企業基本法第２条第１

項に規定する中小企業者に補

助金を交付する場合は１／２

とする。 

 

② ①で規定する者以外に補助

金を交付する場合は１／３と

する。 
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入する事業 

 

（２）化石資

源由来プラス

チックを代替

する再生可能

資源由来素材

の省 CO2型製

造設備を導入

する事業 

 

（３）太陽光

発電設備、風

力発電設備、

高電圧蓄電池

といった再エ

ネ関連製品等

や金属破砕・

選別の省 CO2

型リサイクル

設備を導入す

る事業 
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別表第２ 

１ 区分 ２ 費目 ３ 細分 ４ 内  容 

 

工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(直接工事費) 

材料費 

 

 

 

 

 

 

労務費 

 

 

 

 

 

直接経費 

 

 

 

 

 

 

 

(間接工事費) 

共通仮設費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を行うために直接必要な材料の購入費をい

い、これに要する運搬費、保管料を含むものとす

る。この材料単価は、建設物価（建設物価調査会

編）、積算資料（経済調査会編）等を参考のうえ、

事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関

連を考慮して事業実施可能な単価とし、根拠とな

る資料を添付すること。 

 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人

件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国

土交通の２省が協議して決定した「公共工事設計

労務単価表」を準用し、事業の実施の時期、地域の

実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可能

な単価とし、根拠となる資料を添付すること。 

 事業を行うために直接必要とする経費であり、

次の費用をいう。 

①特許権使用料（契約に基づき使用する特許の使

用料及び派出する技術者等に要する費用）、 

②水道、光熱、電力料（事業を行うために必要な電

力電灯使用料及び用水使用料）、 

③機械経費（事業を行うために必要な機械の使用

に要する経費（材料費、労務費を除く。）） 

 

 次の費用をいう。 

①事業を行うために直接必要な機械器具等の運

搬、移動に要する費用、 

②準備、後片付け整地等に要する費用、 

③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要す

る費用、 

④技術管理に要する費用、 

⑤交通の管理、安全施設に要する費用 
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設備費 

 

 

 

業務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付帯工事費 

 

 

 

機械器具費 

 

 

 

測量及試験費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備費  

 

 

 

業務費 

 

 

 

 

 

 

 

現場管理費 

 

 

 

 

一般管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 請負業者が事業を行うために直接必要な現場経

費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、

通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事

業を参考に決定する。 

 

 請負業者が事業を行うために直接必要な諸給

与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交

通費をいい、類似の事業を参考に決定する。 

 

 本工事費に付随する直接必要な工事に要する必

要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費

に準じて算定すること。 

 

 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用

その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、

撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 

 

 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設

計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をい

う。また、間接補助事業者が直接、調査、測量、基

本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合に

おいてこれに要する材料費、労務費、労務者保険料

等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、

基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する

場合においては請負費又は委託料の費用をいう。 

 

 

 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購

入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経

費をいう。 

 

事業を行うために直接必要な機器、設備又はシ

ステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に

要する経費をいう。また、間接補助事業者が直接、

調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合におい

てこれに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗

品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負

又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を
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事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行う場合においては請負費又は委託料の費用をい

う。 

 

 事業を行うために直接必要な事務に要する社会

保険料、賃金、報酬・給料・職員手当（地方公共団

体において会計年度任用職員へ支給されるものに

限る）、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、

使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいい、

内容については別表第３に定めるものとする。 

 事務費は、工事費、設備費及び業務費の金額に対

し、次の表の区分毎に定められた率を乗じて得ら

れた額の合計額の範囲内とする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号 

 

区       分 

 

率 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

5,000万円以下の金額に対して 

 

６．５％ 

 

２ 

 

5,000万円を超え１億円以下の金額に対して 

 

５．５％ 

 

３ 

 

１億円を超える金額に対して 

 

４．５％ 
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別表第３ 

１区分 ２費目 ３細目 ４細分 ５ 内  容 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保険

料 

 

 

 

賃金 

報酬・給

料・職員手

当 

 

 

諸謝金 

 

 

 

旅費 

 

 

 

需用費 

 

 

 

役務費 

 

 

委託料 

 

 

 

 

使用料及 

賃借料 

 

 

 

消耗品費 

備品購入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷製本費 

 

 

 

通信運搬費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必

要な労務者に対する社会保険料と事業主負担保

険料をいい、使途目的、人数、単価及び金額がわ

かる資料を添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必

要な労務者（地方公共団体においては会計年度任

用職員に限る。）に対する給与をいい、雇用目的、

内容、人数、単価、日数及び金額がわかる資料を

添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必

要な諸謝金をいい、目的、人数、単価、回数が分

かる資料を添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必

要な交通移動に係る経費をいい、目的、人数、単

価、回数及び金額がわかる資料を添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必

要な設計用紙等印刷、写真焼付及び図面焼増等に

係る経費をいう。 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必

要な郵便料等通信費をいう。 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必

要な業務の一部を外注する場合に発生する特殊

な技能又は資格を必要とする業務に要する経費

をいう。 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必

要な会議に係る会場使用料（借料）をいい、目的、

回数及び金額がわかる資料を添付すること。 

 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必

要な事務用品類、参考図書、現場用作業衣等雑具

類の購入のために必要な経費をいい、使途目的、

品目、単価、数量及び金額がわかる資料を添付す

ること。 
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別紙様式 

番    号 

年  月  日 

 

 

 環境省環境再生・資源循環局長 殿 

 

 

                  住 所 

                  氏 名 又 は 名 称 

                  代表者の職・氏名            印 

 

 

令和 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための 

高度化設備導入等促進事業） 

に係る翌年度における間接補助事業について 

 

 

令和 年  月  日付け   第    号で交付決定の通知を受けた二酸化炭素排出抑制対策事業

費等補助金（プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促

進事業）について、間接補助事業者より、翌年度の交付決定の日の前日までの間において、翌年度にお

ける間接補助事業を開始したい旨の申請があったため審査した結果、その必要性が認められるので、プ

ラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業実施要領

第３（11）の規定に基づき、下記の通り協議します。 

 

記 

 

１．間接補助事業の概要 

（１）間接補助事業者の氏名又は名称 

（２）間接補助事業の名称 

（３）間接補助事業の概要 

（４）翌年度における間接補助事業の概要 

 

２．翌年度の交付決定の日の前日までの間において、翌年度における間接補助事業を開始する必要性 

 

３．参考資料 

 

 


